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発 表 要 旨 

日高振興局では、令和４年度に「ナナイロひだかサポーター制度」（以下、

「サポーター制度」という。）を創設し、職員の副業活動などに取り組んでき

たところですが、これまでの活動について、次のとおり報告会を開催しますの

で、お知らせします。 

記 

１ サポーター制度について 

令和４年度から地域・社会貢献活動へ積極的に参加したい振興局職員を

任命し、日高地域での副業活動やＳＮＳ等での魅力発信を行う制度で、現

在１１０名の振興局職員がサポーターとして登録されています。 

２ 活動報告会について 

（１）日時 

    令和５年１１月２８日（火） １４時～ 

（２）場所 

    日高合同庁舎４階 講堂（浦河郡浦河町栄丘東通５６） 

（３）報告内容 

・ナナイロひだかサポーター制度の概要並びに副業活動の実績について 

・サポーターの体験談について 

・副業受入事業者の感想について 

（４）参加予定者 

ナナイロひだかサポーター、副業受入事業者、各町担当者、 

各町地域おこし協力隊、農協・漁協担当者 

報道 (取材 ) 

に当たって 

の お 願 い 

本制度は道庁で初めて副業を制度化したものであり、人手不足が課題である

日高管内において、広く普及していきたいと考えていますので、積極的な報道

をお願いします。 

担 当 

北海道日高振興局地域創生部地域政策課 

  地域政策課長 井溪 雅晴（電話：0146-22-9070） 

地域政策係長 上田 大河（電話：0146-22-9073） 

 


